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　児童手当等を受けている人が続けて手当を受けるためには、毎年６月に「現況届」を提出しなければな

りません。この届は、毎年６月１日における状況を記載し児童手当等を引き続き受ける要件があるかどう

かを確認するためのものです。この届の提出がないと、６月分以降の児童手当等が受けられなくなります

ので、必ず提出してください。提出期限は６月30日（月）です。【用紙は該当者に６月中旬頃に郵送します。】

�●厚生年金等加入者

�受給資格者（保護者）の健康保険証コピー（氏名・生

年月日等が確認できる部分）

�※国民年金加入者＝国民健康保険被保険者証をお持

ちください。

�●平成20年度児童手当用の所得証明書

（平成20年１月２日以降に転入した人のみ必要です）

�　平成19年中の所得を証明したもの

※平成20年１月１日に住民登録をしていた市役所、

町村役場で交付してもらってください。（所得証明

は市町村により発行可能日が異なりますので、事

前に各市町村に確認をしてください。）

�●印かん

�●その他

�　必要に応じて提出する書類があります。

�※児童手当等を新たに請求する人は、上記の書類

と受給資格者の銀行等の口座番号などを持参し、

子育支援係まで申請してください。申請した月の

翌月分から支給の対象になります。

�▼問い合わせ先＝健康福祉課　子育支援係

�　☎�９１３０　　�７４９３

児童手当等現況届

▼現況届に必要な添付書類等＝

　昨年に引き続きミサンガを作ってみよう！

場所＝蓼沼・願成寺児童館の図書室

対象＝ミサンガを最後までがんばって仕上げられる小学生

時間＝児童館の開館時間内ならいつでも（正午～午後１時を除く）

その他＝材料費等は無料ですが、はじめての人が大勢の時は、

マンツーマン指導に時間がかかるので　少しおまたせすること

があります。
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昨年のオセロゲーム大会（願成寺児童館）

つくってみよう！（蓼沼児童館）

つくってみようコーナー
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